
♦実施期間
令和 6年４月１日～令和 7年３月３１日まで

♦対象者
　
・過去に帯状疱疹予防接種の費用助成を一度も受けたことがない方
・接種当日５０歳以上で吾妻地域・渋川市にお住まいの方　

♦助成費用と申請方法

　　　　　　　　　　　　
詳細は看護課までお問い合わせください
吾妻脳神経外科循環器科 ☎ 0279ｰ68ｰ5211

裏面へ

吾妻脳神経外科循環器科での接種は不活化ワクチンのみです。

帯状疱疹ワクチン
令和 6年度も費用助成制度が行われます

５０歳以上の吾妻地域・渋川市に
　　　　　　　お住まいの方が対象です
※他の市町村の方は助成金額が違うため
　　　　　　　お住いの市町村窓口にお問い合わせください

ワクチン接種には予約が必要です

不活化ワクチン　種類 申請について

筋肉内注射（計２回）
※２回目は２～６ヶ月後方法（回数）

助成金なしの費用 21,000 円（税込）/回

各市町村の助成金額

吾
妻
郡

高山村

東吾妻町

中之条町

長野原町

嬬恋村

費用１/2（上限５,000 円）/回
※償還払い

嬬恋村内の指定医療機関でのみ助成可能です

接種後申請

事前申請渋川市
（令和７年３月３１日まで）

草津町

※償還払い15,000 円 / 回

（当院の場合）

5,000 円 / 回 ※償還払い

接種費用の助成は不活化ワクチン、生ワクチンどちらか１つの
ワクチンに対して行います。

※渋川市は令和 7年度に助成額等の見直しが行われる予定です。接種を希望する方は、今年度中の接種をご検討ください。



※助成を行っている自治体によって
　お住まいの市町村の保健センターに事前申請が必要です

帯状疱疹ワクチン
吾妻地域・渋川市以外の各市町村の助成一覧

※助成が使用できるのは生涯１度のみ (どちらか一方のみ )です

※接種後申請の方は接種後、必要書類（帯状疱疹予防接種費用助成金交付申請書・
印鑑・領収書（原本）・予診票のコピーまたは接種済証・振込先口座番号がわかる
もの）を持参のうえ、保健センターに申請してください

※償還払い 患者さんがいったん費用の全額を吾妻脳神経外科循環器科の窓口
で立て替えて支払いをした後に、お住まいの自治体（保健センター）
窓口で申請を行い、規定の額が払い戻される仕組みです

～不活化ワクチン 2回目だけでも助成が使える市町村～
沼田市・利根郡・渋川市（令和６年度の用紙が必要）・高山村

～帯状疱疹ワクチン　助成なし～
高崎市

♦その他

※償還払いの自治体への手続きには、
　　　　　　　　　　　接種証明（予診票コピー）と領収書が必要です

接種を受ける前に事前
申請し、市町村が用意
する費用助成
用予診票を受
け取る

▷ ▷

医療機関に予約をし
市町村が用意した費用
助成用予診票を使用し
て、医療機関にて
接種を受ける

接種費用のうち、助成
金額を除いた
額を医療機関
に支払う
　 

（保険証持参）

♦助成の流れ

21,000 円×２

不活化ワクチン

沼田市・利根郡 10,000 円 / 回
事前申請

北
群
馬
郡

榛東村

吉岡町 ※償還払い
10,000 円 / 回

接種後申請前橋市
※吾妻脳神経外科循環器科
　では助成できません

前橋市内の指定医療機関
でのみ助成可能です

吾妻脳神経外科
循環器科の
ワクチンの値段

申請について

※沼田市はオンライン
　申請できます


